
主催：熊本市　共催：熊本市子ども会育成協議会

/２０２３年８月  ４日（金） ～８月  ６日（日）

/２０２４年１月　５日（金） ～１月　７日（日）

熊本市内の小学６年生　12人（男子6人、女子6人）
※申込多数の場合は、抽選とします。

［参加資格］
●元気に楽しくみんなと活動できる人
●おうちの人と校長先生の許可をもらった人
●交流期間及び研修会、全ての日程に参加できる人

【研修会等の日程】
◇ 受入前の保護者説明会・結団式 2023年 　７月　2日（日）

◇ 受入前の研修 〃 　７月  9日（日）

◇ 受入後の研修           　  〃 　８月２0日（日）

◇

◇ 派遣後の研修・解団式 2024年 　１月２1日（日）

【受入】 【派遣】
(1)熊本の歴史や文化に触れる活動 (1)福井市歴史文化施設見学
(2)火の国まつり参加 (2)スキー体験等
【オンライン交流】

〒860-8601熊本市中央区手取本町１－１

●次の費用に関しては参加者負担となります。

①交通費等及び派遣に伴う旅行経費の2分の1（10,000円程度（交通費、食事代等））

●食物アレルギーについて

　　

【申込書は裏面にあります】

★お申込みにあたっては、保護者、学校長の記名・押印
　 が必要です。

福井から熊本へ来る日
熊本から福井へ行く日

福井市派遣に伴う旅行費用:10,000円程度

※参加申込書等（裏面）は熊本市ホームページからもダウンロードできます。
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　TEL　096-328-2276

　（例えば、派遣期間中にインフルエンザ等に罹患し、派遣活動からの離脱が余儀なくされた場合、保護者に迎え
に来てもらうことがあります。その場合、保護者が現地に駆けつける際必要になる費用及び保護者と団員の帰着ま
でに係る費用は全額自己負担となります。）

派遣前の保護者説明会・オンライ
ン交流会・派遣前の研修

〃 １２月１0日（日）

②派遣期間中、団員が病気・けが等により交流活動からの離脱を余儀なくされた場合、保護者が現地に駆けつけ
る際必要になる費用及び保護者・団員の帰着までに係る費用

　・アレルギーの種類によっては、アレルギー食に対応できない場合があります。その場合は食事の持参等をお願い
することになりますのでご了承ください。

福井のともだちをつくろう！主催：熊本市教育委員会 協力：熊本市子ども会育成協議会

交流期間

団員内訳

活動内容

参加費用

申し込み・問い合わせ先

注意事項

令和5年度（2023年度）熊本市・福井市小学生交流事業

申込締切

令和５年５月３１日（水）必着
（地域教育推進課へ持参または郵送）

※ 詳しくは、別紙実施要項をご覧ください。

昨年度の交流の記録など



〈別紙様式 1〉 

令和５年度（202３年度）熊本市・福井市小学生交流事業熊本市団員参加申込書 

（兼保護者同意書・学校長承諾書） 
熊本市教育長 様 

 

 私は、別紙実施要項を承諾のうえ、下記のとおり申し込みをします。 

  

申
込
者 

ふりがな  性別  

児童名   

生年月日 平成   年    月    日生   満   歳 

ふりがな  

現 住 所 

〒 

 

自宅電話  （   ）    -   

小学校名                 学小学校 ６年生籍 

食物アレルギーの 

有 無 
有・無 

「有」の場合、アレルギーの種類をご記入ください。 

（                                                        ） 

※報道関係、ホームページ、報告書等への写真や名前の掲載について 

□同意する          □同意しない 

特記事項 

事業参加に際し、お知らせしておきたいことがございましたら、ご記入ください。 

 

保
護
者
記
入
欄 

ふりがな  

続柄 

本人の 

保護者氏名 
 

ふりがな  

続柄 

本人の 

緊急連絡先氏名 

（必ず記入をお

願いします。） 

 

 

電話番号  （   ）    -  

携帯番号  （   ）    -  

保護者の 

同  意 

令和５年度（202３年度）熊本市・福井市小学生交流事業に熊本市団員として参加申

込することに同意します。 

 また、参加期間中は、主催者の指示に従って行動し、本人の責めによる事故等について

はすべて保護者の責任とします。 

令和  年  月  日 

 

保護者氏名：                       ㊞ 

学
校
長
記
入
欄 

上記の者について、令和５年度（20２３年度）熊本市・福井市小学生交流事業に熊本市団員として参加申

込することを承諾します。 

令和  年  月  日 

 

学校名： 

 

学校長名：                      ㊞ 

 



令和5年度（2023年度）熊本市・福井市小学生交流事業実施要項 

 

１ 目的 

青少年教育の一環として、熊本市の姉妹都市である福井市と小学生相互の交流を行い、寝食を共にした生活体験や両市の

文化紹介、歴史・文化施設の見学等を通して、両市の友好関係を深め、次代を担う青少年リーダーの育成を目的とする。 

 

２ 主催 

熊本市教育委員会 

 

３ 協力 

熊本市子ども会育成協議会 

 

４ 事業概要 

（1）受入期間 令和5年（2023年） 8月 ４日（金）～8月 ６日（日） （２泊３日） 

（２）オンライン交流 令和5年（2023年）  1２月１０日（日） 

（３）派遣期間 令和6年（2024年） 1月 ５日（金）～1月 7日（日） （２泊３日） 

（４）団員構成 

熊本市団員16人（団長1人、他引率者3人、小学生団員12人（男子6、女子6）） 

福井市団員15人（団長1人、他引率者2人、小学生団員12人（男子6、女子6）） 

（５）交流活動内容※ 

【受入】熊本市教育長表敬、福井市小学生との交歓会、熊本市文化施設見学、火の国まつり参加 等 

【派遣】福井市教育長表敬、福井市小学生との交歓会、福井市歴史文化施設見学、スキー体験   等 

【オンライン交流】 

※活動内容は変更になる場合がある。 

５ 団員資格 

熊本市団員については次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

（1）市内小学校６年に在籍し、または市内に在住する児童で、保護者の同意、学校長の承諾を得た者 

（2）心身共に健康で、団体行動・団体生活に十分適応できる者 

（3）派遣・受入・オンライン交流のどちらにも参加できる者 

（4）事前・事後の説明会・研修会に参加できる者 

（受入）事前２回・事後1回、（派遣）事前1回・事後1回 

 

６ 団員募集・申込 

（1） 団員募集については、熊本市ホームページや市政だよりに募集記事を掲載すると共に各小学校、熊本市子ども会育成

協議会、公立公民館に対し、周知協力を依頼する。 

（2）申し込みについては、団員参加申込書（別紙様式1）に必要な事項を記入して、熊本市教育委員会に提出する。 

（3）申込書提出期限及び提出先 

提出期限 令和5年（2023年）５月３１日（水）（必着） 

提出先   熊本市教育委員会事務局 地域教育推進課 

 

 



７ 団員の決定 

参加希望者より提出された申込書により定員を超えた場合には、6月1日（木）に抽選を行い団員を決定する。なお、結果に

ついては熊本市教育委員会から各応募者及び学校長に郵送により通知する。なお、団員として不適当な事由が生じた場合に

は、その資格を取り消すことがある。 

 

８ 研修会等の開催 

団員として決定した者は、下記の研修会に参加すること。 

研 修 名 日  時 場  所 

受
入 

保護者説明会・事前研修① 
令和5年（2023年） 7月 2日（日）    ９時～1５時 

※９:００～１０:００は、保護者も参加 

中央公民館 

事前研修② 令和5年（2023年） 7月 ９日（日）    ９時～1２時 

事後研修 令和5年（2023年） 8月２０日（日）  10時～12時 

派
遣 

保護者説明会・事前研修 
令和5年（2023年）12月10日（日）   ９時～1５時 

※9：00～１０：００は、保護者も参加 

事後研修 令和6年（202４年）  1月２１日（日）  10時～12時 

  ※日程・場所等については、変更になる場合がある。 

 

９ 経費負担 

（1）原則として熊本市における交流活動経費は熊本市で、また、福井市における交流経費は福井市で負担する。ただし次に

掲げる費用は、参加者の負担とする。 

      ・ 派遣に伴う旅行経費の2分の1（10,000円程度（交通費、食事代等）） 

（2）経済的理由等により、派遣に伴う負担金の納入が困難な場合、負担金の免除の申請を行うことができる。熊本市教育委

員会はこの申請を受け、別途定める基準に照らし、措置が必要と認められた場合、納入を免除する。 

 

１０ 参加に際しての留意事項 

（1）研修等への集合解散に伴う送迎等は、保護者の責任において行う。 

（2）派遣期間中、団員が病気・けが等により交流活動からの離脱を余儀なくされた場合、保護者が現地に駆けつける際必要

になる費用及び保護者と団員の帰着までに係る費用は、全額自己負担とする。 

（3）不可抗力（台風等）による事業中止の場合は、主催者において対応を協議し必要な措置を行う。 


